
墨田区告示第１８０号 

 

  墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例（平成 11 年墨田区条例第 38 号）第 42

条第１項及び墨田区廃棄物の減量及び処理に関する規則（平成 12 年墨田区規則第

17 号）第 26 条の規定に基づき、令和８年度の一般廃棄物の処理に関する実施計画

を別紙のとおり定める。 

 

 令和８年４月３日 

                     墨田区長   山 本  亨 

 















別表２
処分業者  処分業者住所　 搬入先施設 搬入先施設住所
株式会社アルフォ 東京都港区赤坂2－5－4　赤坂室町ビル 城南島飼料化センター 東京都大田区城南島3－3－2
株式会社アルフォ 東京都港区赤坂2－5－4　赤坂室町ビル 城南島第２飼料化センター 東京都大田区城南島3－2－10
バイオエナジー株式会社 東京都中央区新川2－5－2 　新川エフビルディング 城南島食品リサイクル施設 東京都大田区城南島3－4－4
株式会社エコ・フード 千葉県匝瑳市川辺208番地1 東京工場　 東京都大田区京浜島2－8－4
エルエス工業株式会社 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-2-8-503 那須塩原工場 栃木県那須塩原市高林307-5
オリックス資源循環株式会社 東京都港区浜松町2－4－1 寄居工場 埼玉県大里郡寄居町大字三ヶ山313
オリックス資源循環株式会社 東京都港区浜松町2－4－1 寄居バイオガスプラント 埼玉県大里郡寄居町大字西ノ入3050-23


